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9 東京電力に対する損害賠償請求 

 (1) 本市の損害賠償請求     財政課 ⇒ 危機管理課 

  《平成２６年１月２２日現在》 

    一般会計分については、各課の請求を危機管理課で取りまとめて請求。下水道事業分につい

ては、下水道総務課。水道事業分については、水道総務課及び経理課で担当しそれぞれ請求を

行っている。 

ア 一般会計分       ３２億６,７３９万８,６４１円 

    ① 平成 23年度分 １５億５，７９８万８，１６２円 

    〔主な請求項目〕 

      法人市民税など税・使用料の減収分 

      夏のリフレッシュ事業など健康管理のための経費 

      企業支援・雇用対策経費 等 

    ② 平成 24年度分 １７億 ９４１万４７９円 

     〔主な請求項目〕 

        固定資産税など税・使用料の減収分 

        焼却灰の処分に係る経費 

        企業支援・雇用対策経費 等 

イ 下水道事業費特別会計分  ３億６,００８万４,４９５円 

     ① 平成 23年度分 ２億３，１８７万５，７６０円 

          下水汚泥保管対策経費、検査費用など 96,705,787円は合意済み 

          原子力災害による下水道使用料減収分については合意せず 

     ② 平成 24年度分 １億２，８２０万８，７３５円 

○ 原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立（平成 26年 2月 24日） 

           ８,７４２万２,５９１円 

（Ｈ２３年度における逸失利益、弁護士費用） 

ウ 水道局分         ２億７,５４２万６６５円 

     ① 平成 23年度分 

          放射線測定費用など 977,912円は合意済み 

          原子力災害による使用水量の減少に伴う逸失利益分については合意せず 

   ○ 原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立（平成 25年 10月 30日） 

           １億９,３７６万２,１５２円 

（Ｈ２３年度における逸失利益、追加的費用、弁護士費用） 

   ◆ 平成 26年 2月 12日和解案の提示  和解金額 １億７，２００万円 

   ◆ 平成 26年 2月 27日和解案を受諾 

   ◆ 平成 26年 3月 11日和解成立 

 

※ 福島市全体の請求額      ３９億３８４万２,５６１円 

 

 

 

 

(2) 農業被害に係る損害賠償請求                  農政課 

県内ＪＡ等が「ＪＡグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策福島県協議会」を組織し、

農業者を支援するために請求を取りまとめ代理請求をしている。 

市は、ＪＡグループと連携し、請求事務支援等を行っている。 
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 (3) 福島市自主的避難等損害賠償相談窓口の開設  生活課 

市民の原子力災害に伴う自主的避難等損害賠償請求に関して住民を支援するため、平成２４年

３月１日(木)から相談を開始した。 

なお、電話相談については平成２４年３月３０日(金)に相談件数が減少したことからコールセ

ンターを廃止し、４月２日(月)からは生活課内で対応している。 

① 電話相談 

     電話番号  外線５３５－１２９４ 内線６３３１～６３３３ (３月３０日まで) 

          代表５３５－１１１１ 内線５９９０      (４月２日から) 

受付時間  月曜日から金曜日（祝日を除く）９時～１７時    

② 相談窓口 

     場  所  市役所１階 市民部生活課窓口 

受付時間  月曜日から金曜日（祝日を除く）８時３０分～１７時 

③ 相談内容 

ア 自主的避難等損害賠償の手続きの説明、請求書類等の入手方法 
イ 各相談に対しての紹介、案内 

a 東京電力で設置した相談窓口 
○ 自主的避難等相談専用ダイヤル 

電  話  ０１２０－９９３－７２４ 
受付時間   ９時～２１時 

○ 福島市内の臨時相談窓口 
・市民会館・・・・・平成２４年３月２０日から４月２７日 ９時～１６時 
・パルセいいざか・・平成２４年３月１２日から４月１３日 ９時～１６時 
・県青少年会館・・・平成２４年３月１２日から４月２７日 ９時～１６時 

b 原子力損害賠償紛争解決センターの相談窓口 
c 県弁護士会の被害者救済支援センターの相談窓口 
d 原子力損害賠償支援機構の相談窓口など 

     ④ 相談件数 

 

 

 

 

 

 

 


